
林業成長産業化の取組について 

 

大館市産業部林政課 主任主事 〇千葉泰生 

主査    安保貴洋 

 

１．背景 

 大館市は、総面積９１，３３２ｈａのうち森林面

積は７２，２２２ｈａ（７９％）（図－１）でその

半分以上が国有林で従来から木材供給などを通じ

て国有林と住民との関わりが深い地域である。 

森林のほとんどが秋田スギで構成され、農業は

もちろんのこと、林業に関しても「林業成長産業化

地域」に選定されるなど積極的な取組を行ってお

り、市の主要産業として位置付けられている。 

令和２年度より林業を成長産業化させる力をも

った“大館市役所”を目指し、林業・木材産業専門

部署として「林政課」を設置し、総勢１４名で運営

している。 

 

図－１  

総面積に占める森林の割合 

 

２．取組の内容及び経過 

（１）森林整備促進の取組～森林経営管理制度～ 

①制度創設時の課題 

制度の対象となる当市の私有林人工林は民有林面積の３分１にあたる約１２，０００

ｈａとなっているが、制度が開始される以前から、当市は林業専門職員がおらず、また、

異動により知識のない職員が担当することが通常であるなど制度を推進する体制として

は万全といえない状況であった。このことから民間団体等への事務委託について検討す

るも、民間側も深刻な人材不足や準備期間不足などの理由から委託には至らなかった。 

 

②取組の経過 

ア 制度推進のための実施体制構築 

「豊富な秋田スギを次世代に引き継ぐことができる人材」を育成することを目標に、平

成３１年４月より４名の新規雇用者（うち１名は地域林政アドバイザー）を迎え、業務を

開始している。 

 

イ 制度の進め方 

 当市は２０年で市全体の意向調査を実施することを目標に、以下の進め方（表－１）で

取り組んだ。 

 

 



表－１ 進め方（令和元年度） 

１ 意向調査計画の策定 〇全体２０年のうち５カ年分の計画 

２ 市広報への制度掲載 〇制度周知のため全戸配布（図－２） 

３ 市民対象の座談会開催 〇市内全１２公民館で開催（図－３） 

４ 意向調査対象区域決定 〇２地区４１９ｈａ 

５ 意向調査票発送 〇対象人数１７２人のうち送付対象者人数１２０名 

※天然林、施業履歴有りを除いたため 

６ 意向調査票回収 〇回答者人数９０名 

〇うち市に管理を委ねる回答者人数５１名（５６．６％）

※後継者がいない高齢者が多い 

 

 
図－２ 広報おおだて 

 

 

図－３ 地区座談会 

 

ウ 見えてきた課題 

 意向調査票を発送した際に、問題なく調査票が届いたのは１７２名中８８名で、残りの

８４名は宛先不明で返送された。相続未登記で所有者情報が不完全であったことが原因

と思われる。 

 

エ 「経営管理権集積計画」の設定 

 前アからウまでの作業を経て、令和元年１２月１５日に、大館市第１号となる経営管理

権集積計画を公告。当時では全国で４番目、東北初の事例となった。 

 第１号の公告以降も所有者との協議を進め、令和元年度末で３３件、７０．０３ｈａの

経営管理権を設定している。 

 今後は意欲と能力のある林業経営者への再意委託等により早期に森林整備を実施でき

るよう努めていく。 

 

（２）木材利用促進の取組～都市部・海外への木材供給～ 

①森林環境譲与税創設による木材利用促進への期待 

森林を持たない都市部の自治体における森林環境譲与税の使途として“木材利用”が期

待されており、大館市は“忠犬ハチ公”でつながりのある東京都渋谷区等への木材供給に

より都市部での供給シェア向上を目指している。 



②大館北秋田地域林業成長産業化協議会との連携 

 

当市は、川上から川下までの事業

者が参画する大館北秋田地域林業成

長産業化協議会と連携するため市有

林の一部を施業フィールド（図－４）

として協議会へ提供し、地元産材を

伐採から加工、利用までの供給体制

を構築している。  
図－４ 大館市有林での施業状況 

 

③取組の経過～都市部等への木材供給～ 

 

ア 選手村ビレッジプラザ（東京都中央区晴海） 

 全国６３自治体から提供された国産材で建築。

当市は森林認証（ＦＭ）を取得していないが、同

施設はＪＡＳ規格での納材が可能であったため、

合法木材として供給することができた。 

構造用集成材２４立方メートルを供給し、その

木材全てに大館市の刻印（図－５）を表示し、Ｐ

Ｒを行っている。  
図－５ 木材への刻印 

 

イ パークレストラン キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス（東京都江東区豊洲） 

 

大館北秋田地域林業成長産業化協議会の会員が建

築主として施工した物件（図－６）である。 

建築にあたり、当初、プレカット工場より４メート

ルの下地材の注文があったが、再度、設計図を見直し

たところ、予定量の９割が３．６５メートルの製品で

対応可能であることが判明した。県内の丸太造材が同

じ規格であり、製品対応も可能であったため供給に至

った。 

下地材１５立方メートルを供給し、プレカット・施

工共に歩留まりの向上と経費の削減につながった。 

 

図－６ 外観 

 

 

 

 

 



ウ 渋谷区神南分庁舎跡地複合施設（仮称）（東京都渋谷区神南） 

 

従来からの交流もあり、令和２年１月３

１日に渋谷区長へ大館市産秋田スギの活

用についてトップセールスを行った。 

 渋谷区では、令和２年度より木材利用推

進方針を策定しており、使用木材として右

表（表－２）の木材を掲げている。 

渋谷区と当市は平成１３年１月に、防災

協定を締結しており、利用方針の防災協定

自治体に該当するため、秋田スギフローリ

ング（図－７）の供給につながった。 

なお、渋谷区では、木材の調達費用につ

いて森林環境譲与税を充当予定としてい

る。 

表－２ 使用する木材 

ア 防災協定締結自治体で生育し、

生産された木材 

イ 東日本大震災被災自治体で生育

し、生産された木材 

ウ 多摩産材認証協議会が定める制

度により認証された木材 

エ 森林認証材 

 

 

図－７ 施工状況（２Ｆ） 

エ 海外への輸出 

 

地元企業とオーストラリアの発酵食品販売

店（図－８）の提携により海外へ秋田スギ桶樽

製品を輸出。現地ではゼロ・ウェイストという

概念が流行しており、伝統工芸品で長く使用可

能な秋田スギ桶樽が注目を集め、輸出につなが

った。見た目の美しさや香りについて高評価を

得ている。輸出をきっかけにアメリカ、カナダ、

イギリスなど各国からの問合せが増えている。 
 

図－８ Koji and co 代表 飯田 氏 

 

③取組の経過～地域への普及～ 

 

令和元年度より秋田スギ利用への理解を深めるた

め、地域住民向けに秋田スギ講座・ワークショップ

を開催している。令和２年度は秋田スギ桶樽に関す

る講座と味噌仕込み体験（図－９）を実施した。 

女性に興味をもってもらうような企画を検討し、

託児を設けるなどの参加しやすい環境づくりが要因

となり参加者の約７割が女性となっている。 

なお、味噌仕込みにあたっては、味噌桶も味噌の

材料も全て大館市産で地産地消に貢献している。 

 

図－９ 味噌仕込み体験 



３．今後の展望 

（１）森林整備促進の取組 

 森林経営管理制度の推進による森林の集約化と未整備森林の解消に取り組むため、森

林面積の半分以上を占める国有林やまとまった面積を有する公有林等との団地化を検討

している。これは、設定した集積計画が小規模な面積であり、集積計画対象森林のみでは

採算性を確保することが困難であるため、国有林等との団地化を進めるのはもちろんの

こと、国有林等の施業技術の普及や、それぞれの土場や林道の共同利用にもつなげたい。 

 

（２）木材利用促進の取組 

 地域内外での秋田スギの利活用を促進させるため、秋田スギのアンバサダーを確保し、

安定的な需要を確保しつつ、ユーザーのクチコミ拡散などで新たな販路開拓につなげた

い。 

また、需要に応えられる供給体制を構築し、良質な製品を供給し続けることはもちろん

のこと、新たな需要情報をつかみ、いち早く需要者と供給元をつなげられるようなネット

ワークを構築したい。 

 

（３）林業成長産業化に向けて 

 川上から川下に至る取組（図－１０）を推進することで、更なる林業・木材産業の活性

化と山元への利益還元を目指したい。 

 

 
 

図－１０ 川上から川下に至る取組のイメージ 



地域の力で守り育てる海岸防災林 

 

上北地域県民局地域農林水産部林業振興課 主幹 近藤毅 

 

１．はじめに 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による津波により、本県の太平洋側沿岸部は、

北は三沢市から南は階上町まで、農林水産業のみならず、商工業、人家まで甚大な津波被害を受

けた。 

本県の林業被害総額は、約２５億円にのぼ

り、その主なものは、林地崩壊として、人工砂

丘、排水路の決壊、林帯流出及びクロマツの赤

枯れ並びに海岸施設の防潮護岸工の決壊など

であった。 

中でも、当県民局管内の三沢市、おいらせ町

の海岸防災林は、海水の自然排水に時間を要し

た窪地での赤枯れ被害が約１２４ｈａにおよ

んだ。 

 

 

 

 

防潮護岸工などのハード施設の復旧に目処が立ち、クロマツの植栽が本格化した平成２７年度

から、公共事業として植栽するだけではなく、 

（１）「防災林の役割や必要性を再認識」 

（２）「震災の記憶を風化させない」 

（３）「地域が主体となった海岸防災林の保全活動」をスローガンに、 

「地域の力で守り育てる海岸防災林整備活動支援事業」を国の復興基金を活用した県単独事  

業として立ち上げ、被災した地域の人々と共に植樹活動等を開始した。 

津波が乗り越え被災した緩傾斜堤 津波の滞水により赤枯れしたクロマツ 



２．取組内容 

平成２７年度から５年間、地元町内会の方々と意見交換を重ねながら、連携して様々な活動を

実施し、事業終了後も普及の取組を継続している。 

 

（１）取組内容 

① 地域活動体制の整備 

○ 「活動支援連絡会」を組織 

  ・ 町内会、市町村、県民局で構成 

  ・ 事業計画、中間報告、事業実績報告 

    を承認 

  ・ その他、保安林管理やゴミの不法投 

棄問題など幅広く議論 

  

 

 

○ 「出前講座」の開催 

・ 学校、地域住民等を対象に、講義や植樹体験を実施 

・ 保全活動を担う地域のリーダーを養成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

活動支援連絡会の会議の様子 

樹木医会による小学校での座学 防犯ＪＵＭＰチームへの現地出前講座

小学生による植樹体験 地元町内会による植樹活動 



② 植樹活動の実施 

○ 「復興植樹祭」(三沢市、おいらせ町:各１回／年) 

○ 植樹活動の支援 

・ 仮設トイレの借り上げ､スコップの貸し出し､ 

植樹指導 

☆ 復興植樹支援ツアーの実施 

・ 青い森鉄道とコラボし、旅行企画に植樹メニュ 

ーを追加            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 企業の森林づくり活動（企業のＣＳＲ活動） 

   ・ 震災前から県内外の企業が内陸の林内で植樹活動を行ってきたが、震災復興へも参加し 

たいという申し出が有り、復興植樹に参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復興植樹祭 植樹ツアー企画 

東芝映像ソリューション（株） 国土防災技術（株）青森支店（下刈） 

青森銀行従業員組合 ジャムフレンドグループ 



３．成果及び考察 

（２）成果 

☆ 海岸防災林の役割を小中高校生、地元町内会員、旅行者、企業の方等へ広く普及 

することが出来たので、今後も地元の要望に応え、出前講座を継続していく。 

☆ 地域住民が海岸防災林の大切さを認識し、町内会を中心に自主的・継続的に伝承   

活動を継続していく機運を醸成出来た。 

   

（３）課題 

  ☆ 活動支援連絡会議で浮かび上がった新たな課題 

○ 復興工事用進入路の整備により、海岸部への入込者が

増加し、焚き火が海岸防災林へ延焼する事案が発生して

いることに加え、ゴミの不法投棄も増加している。 

○ 成長した道路添いのクロマツが、枯損や積雪により道

路や電線へ枝が落下したり、倒木が増加している。 

     

 

４．今後取り組むべき内容 

○ 事業終了後も「活動支援連絡会」組織を維持することによって、地元とのつながりを維持

し、海岸防災林や林業についての普及活動を継続していく。 

○ 海岸防災林内の焚き火禁止、ゴミの不法投棄禁止の普及活動を強化する。   

○ 枯損、倒木の恐れのあるクロマツの調査等の事前対策を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林内に不法投棄されたゴミ 

電線・道路に架かる枝 

ゴミの不法投棄防止啓発 
（地元町内会が作成） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～海岸防災林を守り育てるために私達が出来ること～ 



ヒバ利活用推進のための情報発信～ヒバ総合情報サイトの作成～ 

下北森林管理署 田名部森林事務所 森林官補  ○山田雄志 
下北森林管理署  森林整備官 ○井内寛裕 

 
１．はじめに 
 ヒバは大半が青森県内の国有林から出材され、耐水性や耐虫性が高いため建築材や

日用品などに幅広く用いられてきた。しかし、資源の保全等の観点より、伐採量は長

期的に減少している。さらに、生活様式の変化などにより、従来ヒバ業界の大きな収

益源となっていた役物などの高級材の需要も減少しており、こうしたことがヒバ業界

の収益性低下につながっていると考えられる。 
 ヒバ業界の収益性を向上していくためにはヒバの利活用の推進が不可欠だが、その

ためには従来の利活用に加えて、防虫性や抗菌性など素材としての魅力・特性と、携

わる人の技術やこだわりなどの製品としての魅力・特性といった、ヒバの強みを生か

した新たな利活用をすることが重要である。こうした利活用を進めるためには、これ

らの情報を整理し、より多くの人へ共有することが不可欠である。 
その一方で、多くの人にとって主要な情報源の一つであるインターネット上では、

ヒバに関して誤った内容を記載しているもの、記載内容に誤解を生じさせやすいもの、

研究や情報発信が盛んに行われた平成 10 年頃より後の情報が反映されていないもの

など、情報が未整理かつ不足している記載が多く見受けられた。 
こうした現状から、ヒバについて現在まで明らかになっている情報を分かりやすく

まとめた、信頼できる情報源が必要であると考えた。そこで、ヒバを取扱う業者や消

費者が、ヒバの価値を認識するきっかけになることを目的とし、ヒバの強みを発信す

るウェブサイトを作成することとした。 
 

２．方法 
下北森林管理署のホームページ内に「ヒバを知るためのウェブサイト」と題した特

集ページを作成し、令和 3 年 1 月 12 日に公開した（掲載 URL: https://www.rinya. 
maff.go.jp/tohoku/syo/simokita/hiba/top.html）。掲載内容は「ヒバとは」、「ヒバの特

性」、「ヒバに携わる人」に大別し整理した。 
 
(1) ヒバとは 

一般の方向けに、ヒバが山で育ってから製品となるまでの過程やヒバの利用方法な

どの基礎知識を紹介した（図 1）。これらの内容は図鑑等の文献、取扱業者への聞き取

りや東北森林管理局内の公表資料を基に作成した。 
本文中では専門用語を極力避け、一般の方により知ってほしい内容については Q&A 形

式での説明も行うことで、わかりやすいページ作りに努めた（図 1）。また、国有林野事

業をより理解していただけるよう、森林管理局で公表しているデータや局署での取組

の紹介、解説も行った（図 2）。 
 



 
 

 



(2) ヒバの特性 
 素材としての魅力・特性を理解しても

らうために、ヒバに関する研究論文や特

許公報などの情報を基にヒバ材、精油、

ヒノキチオールの性質や利用に関する情

報を紹介した。研究論文の中には、ヒノ

キチオールの生理活性のメカニズム等の

ように、専門性が高く実際の利活用の場

面と結び付けてイメージするのが難しい

内容もあったため、それらは対象外とし

た。その他、掲載する文献の選定にあた

っては図 3 に示す独自の基準を設けた。 
 
 本文中では、紹介する事例の基礎的な背景を説明した後、枠で囲って研究事例を紹

介した。研究事例の紹介部分では、難しい内容をわかりやすくするために、内容が一

目でわかる見出しをつけ、図表を用いながら説明した（図 4）。また、効果を端的に表

すだけでなく、どんな実験を行い、何が明らかになったかを明記し、誇張表現や事実

誤認につながらないよう気を付けた（図 4）。 

 



(3) ヒバに携わる人 
 製品の付加価値を感じてもらうために、山で育ったヒバが製品になるまでに関わる

人や技術を紹介した。これらは下北森林管理署管内のヒバ関係者への聞き取りを基に

記事を作成した。また、行政のページであるため特定企業の宣伝にならないよう注意

し、個人のこだわりや技術に焦点をあてて紹介することとした（図 5）。 

 
 
３．結果 

ウェブサイト公開後、局内関係者やヒバ取扱業者等、閲覧者によかった点や改善すべき

点について意見をいただいた。 
よかった点としては、「内容がわかりやすくまとまっていた」、「ヒバに興味・関心を

持っている顧客が理解を深めるいい機会になるのではないか」、「知識を持ち合わせて

いない自身にとってもわかりやすい丁寧な記載だった」という声が聞かれ、記載内容

については概ね好評だったといえる。 
修正、改善が必要な点としては、「一般の方が関心を持ちやすい情報をもっと取り上

げられると良い」、「文章が多く読みづらい箇所がある。写真を効果的に使った方が良

い」、「研究紹介にて一部専門用語が難解であった」、「素材の良さが実際の利活用にど

う活きるかについてもアピールできたらよい」という声が聞かれ、表現や構成につい



て改善の余地があり、内容の追加も必要だと考えられる。 
 

４．今後の方針 
これらを踏まえ、今後の方針としては次の 3 点について考えている。 

 一つ目は聞き取り調査を継続し、要望のあった項目について充足化を図ること、二

つ目はわかりやすさ、見やすさを向上させることであり、この 2 点については令和 2
年度内の取組とする。三つ目は、アクセス状況や署内の意見を鑑みたうえで、今後の

中長期的なウェブサイト管理方針について検討していきたいと考えている。 


